
 

男鹿市条例第１６号 

   男鹿市ガス供給条例の一部を改正する条例 

 男鹿市ガス供給条例（平成１７年男鹿市条例第１８９号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

改正後 改正前 

   附 則    附 則 
１～３ （略） １～３ （略） 
 （電気・ガス価格激変緩和対策事業に

よるガス料金算定の特例） 

 （電気・ガス価格激変緩和対策事業に

よるガス料金算定の特例） 
４ 令和５年２月から令和６年１月ま
でに検針を実施するガス料金につい
ては、次の各号に定めるところにより
算定する。 

４ 令和５年２月から令和５年 10 月ま
でに検針を実施するガス料金につい
ては、次の各号に定めるところにより
算定する。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 
 ⑵ 令和５年 10 月分の調整単位料金

が適用される検針から令和６年１
月分の調整単位料金が適用となる
検針に係る使用料金については、第
29 条の規定に基づき算定した調整
単位料金から 13.64 円を減じた額

を、当該期間中、料金算定に係る調
整単位料金として適用する。 

 ⑵ 令和５年 10 月分の調整単位料金
が適用される検針に係る使用料金
については、第 29 条の規定に基づ
き算定した調整単位料金から 13.64
円を減じた額を、料金算定に係る調
整単位料金として適用する。 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


